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令和６年度 白岡市地域包括支援センター  

運営業務委託公募型プロポーザル実施要領  

 

Ⅰ 公募概要   

１ 業務名  

⑴ 白岡市地域包括支援センター運営業務委託（日勝圏域）  

⑵ 白岡市地域包括支援センター運営業務委託（篠津・大山圏域）  

２ 実施趣旨 

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後ま

で続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的

に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していく地域包括支援セン

ターを設置するため、広く一般から募集し、企画・提案を評価して委託業者

を選定するものである。 

３ 地域包括支援センターの担当圏域 

公募対象センターの担当圏域は、以下のとおりとする。  

なお、1 法人が参加できる圏域は 1 箇所とする。 

担当圏域  担当する地域  

日勝圏域  
岡泉、実ケ谷、千駄野、小久喜、上野田、  

下野田、爪田ケ谷、太田新井、彦兵衛  

篠津・大山圏域  
篠津、野牛、高岩、新白岡、寺塚、白岡、  

白岡東、西、柴山、荒井新田、下大崎  

【圏域図】 
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４ 業務内容  

⑴ 指定介護予防支援事業  

⑵ 包括的支援事業  

ア 第一号介護予防支援事業  

イ 総合相談支援業務  

ウ 権利擁護業務  

エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務  

オ 地域包括支援ネットワークの構築  

カ 地域ケア会議  

キ 在宅医療・介護連携推進事業  

ク 生活支援体制整備事業  

ケ 認知症総合支援事業  

⑶ 任意事業  

ア 配食サービス事業  

イ 認知症サポーター等養成事業  

⑷ その他の業務  

⑸ 業務内容の詳細については、「令和６年度白岡市地域包括支援センター

運営業務特記仕様書」による。  

５ 職員体制  

⑴ 職員配置及び人数  

次のアからウまでの資格を有する職員を各１名、それに加え、アからエ

までのいずれかの資格を有する職員を２名の計５名を配置し、その中の１

名を管理者とすること。なお、受託者の判断により、５名を超えて管理職、

事務職員等を配置することは差し支えないものとする。  

ア 保健師又はこれに準ずる者  

ａ 保健師  

 ｂ 地域ケア・地域保健等に関する経験のある看護師（准看護師を含

まない）かつ、高齢者に関する公衆衛生業務経験を１年以上有する

者。  

イ 社会福祉士又はこれに準ずる者  

ａ 社会福祉士  

ｂ 福祉事務所の現業員等の業務経験が５年以上又は介護支援専門員の

業務経験が３年以上あり、かつ高齢者の保健福祉に関する相談援助

業務に３年以上従事した経験を有する者  
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ウ 主任介護支援専門員  

エ 介護支援専門員  

  ⑵ 勤務形態  

上記⑴の職員は、５名の常勤かつ専従の配置とする。  

⑶ 配置職員の登録等  

ア 当該業務に従事する者を、事前に市へ報告すること。  

イ 登録した職員に変更が生じる場合は、３０日前までに市へ書面をもっ

て報告すること。  

⑷ その他  

ア 上記⑴ア～エまでのいずれかの職員が育児休暇又は９０日以上の療養

休暇等を取得する場合、あるいは退職等に伴う欠員が生じた場合には、

速やかに代替職員を配置するものとする。ただし、緊急によるやむを得

ない場合は、書面等をもって市に報告し、事前に承認を得るものとする。  

イ 介護保険にかかる申請書類を市に提出する場合や利用者を訪問する際

に、地域包括支援センターの職員であることがわかるように、職員に名

札を着用させること。  

ウ 職員は、事業の果たすべき重要性に鑑み、各種研修及び他職種との交

流等の機会をとらえ、自ら資質の向上に努めるものとする。  

エ 管理者にあっては、職員が研修等に積極的に参加できる機会を確保し、

人材育成に努めるものとする。  

６ 業務日及び業務時間  

  ⑴ 業務日：月曜日から金曜日まで（土・日曜日、国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年

１月３日までは除く。）  

  ⑵ 業務時間：午前９時から午後６時まで（ただし、緊急時において２４時

間連絡可能な体制を確保すること。）  

  ⑶ 利用者のサービス提供の観点から、受託者の判断により業務日及び業務

時間を超えて開設することは差し支えないものとする。  

  ⑷ 緊急時においても２４時間連絡が取れるよう体制を整え、必要な措置を

講じること。  

    なお、緊急時の連絡体制については、運営事業者の本体施設等との連携

による対応としても差し支えないものとする。  

７ 法令等の遵守  

   介護保険法（平成９年法律第１２３号（以下、法という。））、地方自治法
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等関係法令を遵守すること。  

 

Ⅱ 募集・選定方法   

１ 参加資格  

   高齢者福祉に携わる事業を行っており、法第１１５条の４６第１項に規定

する地域包括支援センターの業務等を適切、公正、中立かつ効率的・効率的

に実施可能な法人で、次の要件を満たす者とする。  

⑴ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定 

に該当しないこと。 

⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の  

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）  

に基づき再生手続き開始の申立てがなされた法人（会社更生法にあっては

更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再手続き開始の決定を受けて

いる者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全である法人でな

いこと。 

⑶ 法人及び法人の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に掲げる暴力団、同条第６号

に掲げる暴力団員及びそれらの利益となる活動を行っている者でないこ

と。 

⑷ 国税、県税、市税及び社会保険料に滞納がないこと。 

⑸ 県、市の監査・指導等において、指摘事項が改善されている法人である

こと。 

⑹ 福祉分野における事業において、当該業務に参加する法人又は法人と関

連のある法人が、違法行為等により指定の取消、指定効力の全部又は一部

停止等の処分を過去５年以内の間に受けていないこと。  

⑺ 白岡市内に事務所又は事業所を有すること。 

⑻ 希望する圏域内にセンター（指定介護予防支援事業所含む。）を設置  

できること。 

⑼ 「保健師・その他これに準ずる者」、「社会福祉士・その他これに準ずる

者」、「主任介護支援専門員」の各職種について、仕様書に基づき配置する

こと。 

※ ⑻、⑼については、ヒアリングの段階では予定（見込）も可とするが、

受託候補者となった場合には、委託業務開始までに確定させ、速やかに

報告すること。 
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２ 本プロポーザルに関する質問及び回答  

本プロポーザルに関する質問を電子メールで受け付けるものとする。  

  ⑴ 受付期限は、令和５年１０月１３日（金）午後５時まで（必着）とする。  

⑵ 質問方法は、以下の電子メールアドレスに送信するものとし、電話、 

ファクシミリ、窓口における質問は受け付けない。  

電子メールアドレス koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp 

⑶ 質問の回答は、全ての質問を取りまとめて、令和５年１０月２０日（金）

までに市公式ホームページに掲載する。  

 ３ 公募型プロポーザル参加申込書の提出方法  

公募型プロポーザル参加希望法人は、以下に定める方法により、参加申込

書類一式を提出すること。  

⑴ 提出期限  

    令和５年１１月２日（木）午後４時まで（必着）  

  ⑵ 提出場所  

    白岡市役所１階 健康福祉部高齢介護課  

  ⑶ 提出部数  

    正本１部、副本７部  計８部  

  ⑷ 公募型プロポーザル参加申込書類  

   ア 申込書（様式第１号）  

   イ 誓約書（様式第２号）  

   ウ 法人概要及び法人実績（様式第３号）  

   エ 法人の全部事項証明書（法務局発行の３か月以内に取得した原本）  

   オ 法人の印鑑証明書（法務局発行の３か月以内に取得した原本）  

   カ 定款  

   キ 役員等名簿（様式第４号）  

ク 運営に関する計画書（様式第５号から様式第８号まで）  

   ケ 決算報告書（直近１年分）  

   コ 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３）及び社  

会保険料納入証明書  

   サ 直近３か年の指導監査結果通知書及び改善状況報告書  

   シ 見積書（様式第９号）  

  ⑸ 提出にあたっての留意点  

   ア 提出書類は、Ａ４縦型ファイルに左綴じとし、インデックスを添付す

る。 

mailto:koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp
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イ 申込書類に不備が認められた場合は受理できない場合があるので、十

分注意の上、提出すること。 

４ 参加申込の取消  

   参加申込をした法人が、申込書類の受付締切日以降、選定の日までの間に、

次のいずれかに該当した場合は、参加申込を取り消し、選定審査対象から除

外することとする。  

⑴ 公募型プロポーザル実施要領に違反した場合  

⑵ 公募の採否の働きかけを行う目的で、参加者又はその関係者が直接、あ

るいは間接に本市職員等と接触をもった場合など、審査の公平性に影響を

与える行為があった場合  

⑶ その他、以下に掲げる行為があった場合  

   ア 申込書類に虚偽があるとき  

  イ その他不正な行為があるとき  

５ 選定方法  

   事務局に提出された提案書等について、別紙の評価基準に基づき書類審査

を行い、ヒアリング審査に参加できる者を決定し、その結果を令和５年１１

月１０日（金）に書面で通知する。  

ヒアリング審査は、白岡市が設置する選定委員会の委員が評価項目に沿っ

て受託者の選定を行う。  

   ヒアリング審査の実施方法や選定に当たっての留意点は以下のとおりとす

る。 

  ⑴ ヒアリング審査の実施方法 

   ア 開催日時・場所 

    １１月２１日（火）午後１時３０分から 市役所会議室１０１ 

イ 出席者 

     １法人３名以内とし、法人の職員でない者、コンサルタント等の参加

は認めない。 

   ウ 内容・時間 

提案書類の内容に基づくプレゼンテーションを行い、質疑応答を 

実施する。 

なお、選定会での追加資料の配布は認めない。 

     また、１法人当りのプレゼンテーションの時間は２０分以内、ヒアリ

ング時間は１０分程度とし、合計３０分程度とする。 

 ６ 選定結果 
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   選定結果については、令和５年１２月４日（月）に書面で参加法人に通知

する。 

また、市公式ホームページにおいて公表する。 

 

Ⅲ 契約・委託料等   

１ 契約期間  

   令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで  

２ 委託料  

   委託料（予定）は、人件費（３職種＋２名の計５名分）及び諸経費とし、

上限額は、１圏域当たり３０，５００，０００円／年（非課税）とする。  

Ⅳ その他   

 １ 申込に際しての留意事項  

  ⑴ 受託者としての選定の可否に関わらず、申込に要した費用等は申込法人

が負担する。  

  ⑵ 選考されなかったことによる損害等について、市は責任を負わないもの

とする。  

⑶ 市は、選定された法人において、この実施要領に記載する事項について、

重大な違背行為があったと認めるときは、決定について取り消すことがで

きる。また、取り消した場合は、次点の法人を繰り上げて決定することが

できる。  

⑷ 提案した内容は、その実現について承諾したものとみなす。  

⑸ 申込事業者から本実施要領に基づき提出された書類は、作成者に帰属す

る。ただし、契約の締結に至った提案書等の著作権は、市に帰属するもの

とする。  

  なお、採用・不採用に関わらず、市が本プロポーザルの報告、公表のた

めに必要な場合は、提案書等の内容を無償で使用できるものとする。  

⑹ 本実施要領に基づき提出される書類は、提出期限内に限り補正すること

ができる。提出期間終了後は変更することができないものとし、また、そ

の理由如何に関わらず提案書等の返却はしない。  

⑺ 発注者が必要と認める場合は、発注者は参加事業者に対し追加書類の提

出を求め、また記載内容に関する聞き取り調査を行うことがある。  

⑻ 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、白岡市情報公開条

例（平成７年９月白岡市条例第２０号）の規定に基づき、提案書等を公開

することがある。  
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２ 受託者決定から事業開始まで  

   受託者は、令和６年４月１日から円滑に業務を開始できるよう、以下の準

備を行うこと。  

  ⑴ 事業計画やマニュアルの策定、業務の引継ぎ  

⑵ 介護サービス事業者、医療機関、民生委員、地域関係者等への挨拶  

⑶ 執務環境の準備、個人情報保護規定の作成等の運営・管理上の準備  

⑷ 業務に必要な研修への参加等  

３ その他  

   その他この要領に定めがない事項については、別途市の指示によるものと

する。  

 

Ⅴ スケジュール   

内   容 日    程 

公募要領の公表 
１０月１０日（火） 

ホームページに掲載 

質問受付 

１０月１０日（火）から 

１０月１３日（金）午後５時まで 

電子メールのみ 

質問回答 
１０月２０日（金） 

全ての質問・回答をホームページに掲載 

申込書類の提出 

１０月２３日（月）午前９時から 

１１月 ２日（木）午後４時まで（必着） 

市役所高齢介護課窓口へ持参 

書類審査 
１１月 ６日（月）から 

１１月１０日（金）まで 

書類審査結果通知 １１月１０日（金）発送予定 

審査委員への資料配布 １１月１０日（金） 

ヒアリング審査 
１１月２１日（火）午後１時３０分から 

 市役所会議室１０１ 

選考委員会 １１月２１日（火） 

選定結果の通知 １２月 ４日（月）発送予定 

契約予定日 １２月１１日（月）締結予定 

センター業務引継準備 １２月１１日（月）から 
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（受託法人変更の場合） ３月３１日（日）まで 

センター開設 ４月 １日（月） 

 

Ⅵ 書類提出先及び問い合わせ先   

 〒３４９－０２９２  

埼玉県白岡市千駄野４３２番地  

 白岡市健康福祉部高齢介護課 地域支援担当  

 ＴＥＬ：０４８０－９２－１１１１（内線１７３）  

 ＦＡＸ：０４８０－９３－５０３７  

 Ｅ－ｍａｉｌ：koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp 

mailto:koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp
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別紙  

 

【評価基準】  

評 価 項 目  着 眼 点 ・ 視 点  

法人の運営に関する事項  

１ 法人の経営理念、運営方針  

２  市内の介護保険事業及び地域活動に関

する実績  

３  介護保険事業実施に関する市の連携実

績  

セ
ン
タ
ー
運
営
に
関
す
る
計
画 

センター運営に関する基本

方針  

１ 基本方針  

２ 公益事業としての視点、公正・中立性の

確保に対する考え方  

運営体制  

１ 市・関係機関・地域との連携体制  

２ 相談・苦情処理等の対応方針  

３ 緊急時等の２４時間対応の体制  

４ 個人情報の取扱方法  

５ 職員の育成方針・研修体制  

６ その他特記事項、提案事項  

人員に関する事項  職員の適正配置  

施設、設備に関する事項  
１ 利用者の利便性に配慮した設置場所  

２ 事務所・相談室等のスペース確保  

委託経費に関する事項  見積金額の適正性  

 


